
文科省・学校の働き方改革のための取組状況調査結果より①

客観的な方法での勤務実態把握は進まず、
制度導入の前提がないことが浮き彫りに

●勤務実態の把握はまだまだ進んでいない実態が明らかに

文科省は、１２月２５日に、「教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果」
を発表しました。調査の結果、勤務実態の把握はまだまだ進んでいない実態が明らかになりまし
た。
「ＩＣカード、タイムカード、パソコンの使用時間の記録等による客観的な方法で把握してい

変形労働制ではなく、せんせいふやそう！
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る」と回答した自治体の割合は、北海道では２４．４％にとどまり、全国平均の４８．２％を大
きく下回っています。また、「把握していない」との回答は３８．３％（全国平均は１３％）にも
のぼり、奈良県の３８．５％に続いて全国でも２番目の高さです。

●客観的な方法による勤務時間把握は、事業者の「義務」

数年前の文科省調査では、市区町村について、タイムカード等を導入しているのは、平成２８
年度は全国平均で５．９％、２９年度は１０．５％だったことをふまえると、割合は増えてきて
はいます。
しかし、労働安全衛生法がこの４月に改正施行されて、客観的な方法による把握は、公立学校

を含む事業者の義務となっています（労働安全衛生法第６６条の８の３）。それ以前にも厚労省は
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成２９年１月
２０日）などで時間の記録が必要であることを啓発してきました。
勤務時間把握がおろそかになっていることが、教員の異常な長時間労働の一因になっていると

の批判が相次ぎ、客観的な勤務時間把握が義務化されたのです。にもかかわらず、未だに４分の
１にとどまっているのは、あまりにも対応が遅すぎます。
「校長等が確認している」という項目も、北海道では３４．４％と、全国平均の１８．７％を

大きく上回っています。これでは、校長、教頭は全員が帰るまで帰ることができず、いわゆる「働
き方改革」にも逆行するものです。

●勤務時間の正確な把握は、変形労働制導入の大前提

教員への変形労働導入を自治体判断で可能とする「給特法一部改正法案」は、先の臨時国会に
おいて成立しました。その制度導入にあたっては、恒常的な時間外労働がないことが大前提とさ
れています。そのため、「勤務時間の客観的な把握」「在校等時間の上限を定めた指針の遵守」が
制度導入の前提であることが、国会審議の中でも確認されました。
１１月２６日の参議院文教科学委員会で、萩生田文科相は「一年単位の変形労働時間制を活用

することに当たっては、指針の上限時間を遵守することを規定することとしております」と答弁
し、上限時間の遵守を強調しました。その上限時間を遵守させるためにも、勤務時間の正確な把
握が必要であると指摘され、萩生田文科相は、勤務時間の正確
な把握が制度導入の前提になると認めました。
客観的な勤務時間把握が大きく遅れている北海道では、そも

そも、変形労働導入の前提がないのです。にもかかわらず、「導
入を前提」とする道教委の姿勢はあまりにも拙速で不誠実であ
ると言わざるを得ません。


